
号

外

八�
平

成
二
十
八
年

四

月
二
十
八
日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

出
納
管
理
課)

一
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
会
計
職
員
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

一

規

則

岐
阜
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
四
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
五
十
四
号

岐
阜
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
会
計
規
則(

昭
和
三
十
二
年
岐
阜
県
規
則
第
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
二
上
欄
中

｢

、
新
産
業
振
興
課｣

を

｢

、
新
産
業
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
振
興
課
、
航
空
宇
宙
産
業

｢

産
業
技
術
課

課｣

に
、｢

産
業
技
術
課

新
産
業
振
興
課｣

を

新
産
業
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
振
興
課

に
改
め
る
。

航
空
宇
宙
産
業
課

｣

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
会
計
職
員
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
四
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
五
十
五
号

岐
阜
県
会
計
職
員
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
会
計
職
員
に
関
す
る
規
則(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
規
則
第
三
十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
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火
曜
日

金
曜
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行
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休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
八
年
四
月
二
十
八
日



農
業
担
い
手
サ
ミ
ッ
ト
推
進
事
務
局

農
業
担
い
手
サ
ミ
ッ
ト
推
進
事
務
局
次
長(

技
術
に
関

し
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
事
務
を
所
掌
す
る
農
業
担
い
手
サ

ミ
ッ
ト
推
進
事
務
局
次
長
を
除
く
。)

う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
上
欄
中｢

、
企
業
誘
致
課｣

の
下
に｢

、
農
業
担
い
手
サ
ミ
ッ
ト
推
進
事
務
局｣

を
加
え
、

同
表
企
業
誘
致
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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